	（表面）
	

	85.6ミリメートル

	

	
[image: ]第　　　号　　
鹿沼市消防本部　顔写真



氏　　名54ミリメートル

       
有効期限　　　　年　　月　　日

本証は、消防法第４条、第１６条の３の２、第１６条の５
及び第３４条による立入検査証を兼ねる。

[bookmark: _GoBack]上記の者は、鹿沼市消防吏員であることを証明する。
鹿沼市消防長　印
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　　　（注意事項）
　　　(1) 本証は、勤務中にこれを携帯しなければならない。
　　　(2) 本証は、貸与、譲渡、改ざん等をしてはならない。
　　　(3) 本証を亡失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を付して消防長に届け出なければならない。
　　　(4) 本証は、消防吏員でなくなったときは、これを消防長に　返還しなければならない。
	


別記様式（第２条関係）
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